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質
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に
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し
、
別
紙
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
日
本
の
在
外
公
館
に
お
け
る
美
術
品
の
紛
失
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
記
事
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

外
務
省
は
、
平
成
十
四
年
八
月
に
前
田
雄
�
衆
議
院
議
員
か
ら
の
資
料
要
求
に
対
し
て
、
ま
た
、
平
成
十
九
年
一
月
に
行

政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
に
基
づ
く
開
示
請
求
に
対
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
在
外
公
館
に
配
置
さ
れ
て
い
る
美
術
品
「
リ
ス
ト
」
を
開
示
し
た
が
、
前
者
の
「
リ
ス
ト
」
か
ら
削
除
さ
れ
た
も
の

は
、
修
理
の
た
め
一
時
的
に
外
務
本
省
に
て
保
管
し
て
い
る
、
他
の
在
外
公
館
に
配
置
換
え
を
行
っ
た
、
経
年
劣
化
等
に
よ

り
廃
棄
処
分
と
し
た
等
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
九
十
八
点
の
美
術
品
が
「
消
失
」
し
た
と
す
る
記
述
は
事
実
で
な
い
。

外
務
省
と
し
て
は
、
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
そ
の
旨
反
論
を
行
っ
た
。

四
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
雑
誌
社
か
ら
外
務
省
大
臣
官
房
報
道
課
に
対
し
て
、
平
成
十
九
年
三
月
五
日
午
後
に
書
面
に
て
御
指
摘
の
記
事

に
関
連
す
る
質
問
が
あ
り
、
同
月
九
日
午
後
に
外
務
省
と
し
て
書
面
に
て
回
答
を
行
っ
た
。

一



八
に
つ
い
て

外
務
省
で
は
、
物
品
管
理
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
三
号
）
等
に
基
づ
き
、
在
外
公
館
に
配
置
さ
れ
て
い
る
美
術

品
に
つ
い
て
は
、
物
品
管
理
官
で
あ
る
在
外
公
館
長
が
不
用
の
決
定
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

九
及
び
十
に
つ
い
て

各
在
外
公
館
に
お
尋
ね
の
物
品
管
理
簿
を
備
え
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
は
、
異
動
数
量
、
現
在
高
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

二


